
証券コード 7625
2025年３月７日

株 主 各 位
東京都港区南青山七丁目１番５号

株式会社 グローバルダイニング

代表取締役社長 長 谷 川 耕 造

第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。
さて、当社第52期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の

下記ウェブサイトに「第52期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項
を掲載しております。

【当社ウェブサイト】https://www.global-dining.com/ir/

また、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、以下の東京証券取引所ウ
ェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

銘柄名（会社名）又は証券コード7625を入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類／ＰＲ情報」の順に選択の上、株主総会招集通知／株主総会資
料ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申しあげ
ます。

なお、ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記もしくは電子提供措置事項に掲載の株主総会
参考書類をご検討の上、2025年３月21日（金曜日）午後７時までに議決権を行使して
くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2025年３月22日(土曜日）午前11時（受付開始 午前10時30分）

2. 場 所 東京都渋谷区猿楽町11－６ サンローゼ代官山Ｂ１
『タブローズ（TABLEAUX）』（当社店舗）
※ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

【お知らせ】本定時株主総会において、お土産及びお飲み物等のご用意や株主懇談会
の開催はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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3. 目 的 事 項
報告事項 1 第52期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

2 第52期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第 1 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く)３名選任の件
第 2 号 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改

定の件
第 3 号 議 案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
第 4 号 議 案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を

発行する件

4. その他本招集ご通知に関する事項
書面交付請求された株主様へ交付している書面には、法令及び当社定款第15

条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。従いまして、当該書面
は、監査報告書を作成するに際して、監査等委員会及び会計監査人が監査をし
た対象書類の一部であります。

① 事業報告のうち「主要な店舗及び事業所」「従業員の状況」「会社の新株予
約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保する体制」「業
務の適正を確保する体制の運用状況」「株式会社の支配に関する基本方針」
② 連結計算書類のうち「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類のうち「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

5. 議決権の行使についてのご案内
(1)郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年３月
21日（金曜日）午後７時までに到着するようご返送ください。議決権行使書面
において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

(2)インターネットによる議決権行使の場合
インターネットにより議決権を行使される場合には、３頁の【インターネッ

トによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、2025年３月21日（金曜日）午後
７時までにご行使ください。

以 上

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注)1.本株主総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出ください。また、株主総会当日に電子提供措置事項にアクセスするための資
料として、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

2.電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容
を掲載させていただきます。

3.株主総会決議通知の発送は取り止め、本総会の結果は前頁記載の当社ホームページ
に掲載させていただく予定です。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきます
ようお願い申しあげます。

1.議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご

利用いただくことによってのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 https://www.web54.net

2.議決権行使の方法について
(1)パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使
コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2)スマートフォンをご利用の方
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログ

インQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」
が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み
取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただ
く必要があります。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

3.議決権のお取り扱いについて
(1)議決権の行使期限は、2025年３月21日（金曜日）午後７時までとなっておりますので、お

早めの行使をお願いいたします。

(2)書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
るものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複
数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱
いいたします。

(3)議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料
金等）は、株主様のご負担となります。

(4)パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェ
ブサイトがご利用できない場合があります。

4.パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて
(1)パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報で

す。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

(2)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希
望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3)議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

5.パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について
(1)本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い

合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
［電話］0120（652）031（受付時間 9:00～21:00 ）

(2)その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
ア.証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引の証券会社あてお問い合わせください。

イ.証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
［電話］0120（782）031（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）３名は任期
満了となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。

本議案については監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨
の意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番 号

氏 名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する

当社株式の数

当社との

特別の

利害関係

１

再任

長谷
は せ が わ

川 耕
こ う ぞ う

造

(1950年３月９日生)

1973年10月 有限会社長谷川実業設立 代表取締役

6,153,200

株

あり

(注1,2)

1985年２月 長谷川実業株式会社(現株式会社グロ
ーバルダイニング）代表取締役

1990年７月 グローバル インベストメント コン
セプト,インク.（現グローバルダイ
ニング，インク．オブ カリフォルニ
ア）最高経営責任者

2004年３月 当社取締役 代表執行役社長

2010年３月 当社代表取締役社長(現任）

2022年４月 グローバルダイニング，インク．オ
ブ カリフォルニア取締役(現任）

＜候補者とした理由＞

候補者は、創業者であり、長年にわたり当社の経営の先頭に立ち、強力なリーダーシップの下

で当社グループの発展に貢献してきました。これまでの豊富な経営経験から培われた優れた経

営手腕が今後も当社グループの企業価値向上に欠かせないことから、同氏を引き続き取締役候

補者といたしました。

(注)1. 長谷川耕造氏は、当社の親会社等に該当します。グローバルダイニング，インク．オブ カリ

フォルニアは当社の子会社であり、長谷川耕造氏は同社の取締役であります。

2. 当社は、長谷川耕造氏から資金の借り入れや、事業用地の賃借（普通借地契約締結）、並びに

当該事業用地に施設を建設するための設備資金の借り入れにあたり、当該事業用地を担保とし

て受け入れております。
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候補者

番 号

氏 名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する

当社株式の数

当社との

特別の

利害関係

２

再任

小
こ ば や し

林 庸
つ ね ま ろ

麿

（1973年４月17日生）

1992年４月 株式会社ホテルクレスト入社

63,100株 なし

1997年６月 株式会社J.Kレストランサービス入社

1999年７月 当社入社

2001年３月 当社代官山モンスーンカフェチーフ

2002年４月 当社モンスーンカフェコンセプトシ
ェフ

2009年４月 当社執行役モンスーンカフェコンセ
プトシェフ

12月 当社執行役モンスーンカフェ②セン
ターリーダー

2010年３月 当社モンスーンカフェ②センターリ
ーダー

10月 当社モンスーンカフェコンセプトシ
ェフ

2011年８月 当社執行役員総料理長兼モンスーン
カフェコンセプトシェフ

2012年３月 当社取締役 総料理長

2021年３月 当社取締役 副社長（現任）

＜候補者とした理由＞

候補者は、調理関連業務において豊富な業務経験と知見を有し、長年にわたり総料理長として

当社グループの商品開発の中心的な役割を担ってきました。2021年の副社長就任を機に営業現

場全体を統括する立場として、特に幹部社員のマネジメント能力やフロアサービスの向上に注

力しておりますこと、常に公正な立場で個人の能力をポジティブに評価することに長けている

ことから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者

番 号

氏 名

(生年月日)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する

当社株式の数

当社との

特別の

利害関係

３

新任

樋
ひ ぐ ち

口 琢匠
たくおみ

（1982年12月15日生）

2006年４月 T&O STUDIO（インテリアデザイン会
社）入社

11,500株 なし

2007年８月 株式会社計画機構 一級建築士事務所
入所

2009年６月 当社入社 アルバイトとして権八
G-zone銀座勤務

10月 同店正社員登用

12月 当社権八渋谷へ異動

2010年４月 同店アシスタントマネージャー

12月 当社カフェ ラ・ボエム骨董通り店長

2012年３月 当社施設監理グループ（本部）へ異
動

2014年４月 当社施設監理グループチーフデザイ
ナー

６月 当社施設監理グループチームリーダ
ー

2015年８月 当社施設監理グループリーダー

2017年４月 当社執行役員 企画開発グループ（旧
施設監理グループ）リーダー（現任）

＜候補者とした理由＞

候補者は、インテリアデザインや建築設計を学んだ後に当社に入社し、店舗運営経験を経て、

新店・新業態の店舗設計と内装デザインを長年担当してきました。文芸・アートについても造

詣が深く、インテリアなど細部にまでこだわった内装や、空間を彩るフラワーアレンジ、店舗

設備のメンテナンス、さらには店舗備品・食材仕入れなどの購買部門も統括するなど担当領域

を広げ、当社が目指す世界観の具現化に努めております。当社グループが大切にする「空間造

り」を支えている人材であることから、同氏を取締役候補者といたしました。

(注) 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内

容の概要は、事業報告（Ⅲ 会社役員に関する事項③）に記載のとおりであります。なお各候補

者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時において、当該契約

を更新又は同等の役員等賠償責任保険契約を締結する予定であります。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

当社は、監査等委員会設置会社への移行前の2011年3月26日開催の第38回定時株
主総会において、当社の取締役の報酬額は年額1億円以内（うち社外取締役360万
円以内）とご承認いただき、その後、監査等委員会設置会社に移行した2016年３
月26日開催の第43回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取
締役を除く）の報酬額は年額1億円以内（うち社外取締役360万円以内）とご承認
いただき現在に至っております。以来当社では、この報酬額を取締役（監査等委
員である取締役を除く）の年額報酬の上限額として運用し、月例報酬（金銭）と
通常型ストック・オプション（非金銭）を支給してまいりましたが、今後さらな
る事業拡大と中長期的な企業価値向上を目指すには、優秀な人材の確保・維持に
よる経営体制の一層の強化が必要であると考えております。

つきましては、昨今の経済情勢の変化や競争力のある報酬水準実現に向けて、
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、年額２億円以内（うち社
外取締役１千万円以内）とすること、通常型ストック・オプション（非金銭）に
ついては別枠として年額１億円以内（うち社外取締役500万円以内）と定めること
をお願いするものであります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まないものとさせていただきます。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数
及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締役会で決定しており、相当である
ものと判断しております。

また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、事業報告
「Ⅲ 会社役員に関する事項 ④ 当事業年度に係る取締役の報酬等」に記載のとお
りであります。

なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は３名（社外取
締役選任なし）であり、第１号議案が原案どおり承認可決されますと同３名（社
外取締役選任なし）となります。

（参考）取締役の報酬体系の枠組み

報酬等の種類
取締役

（監査等委員を除く）
取締役監査等委員

固

定

例月報酬（金銭） 支給 支給

通常型ストック・オプシ

ョン（非金銭）

支給
※原則就任（新任）時に付与

―

※10万株（各役員毎）を付与。ただし、取締役就任以前に大量かつ有利なストック・オプションの付与が

なされている場合は、付与株数や付与の時期を調整する。「例月報酬」と「通常型ストック・オプショ

ン」との構成比率については、同等程度（大きく乖離しない）となるよう見直す。
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第３号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会設置会社に
移行した2016年３月26日開催の第43回定時株主総会において、年額800万円以内と
ご承認いただき現在に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事
情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を、年額２千万円以内
と定めることをお願いするものであります。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数
及び今後の動向等を総合的に勘案して決定しており、相当であるものと判断して
おります。

現在の監査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）でありま
す。

第４号議案 取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締
役を除く）の報酬額は年額２億円以内（うち社外取締役１千万円以内）、通常型ス
トック・オプション（非金銭）については別枠として年額１億円以内（うち社外
取締役500万円以内）となります。当社では、ご承認いただいた枠内で、インセン
ティブ報酬として通常型ストック・オプションを原則取締役就任（新任）時に一
定個数付与することを取締役会決議で決定することとしており、本議案は、その
当該報酬の枠内で、取締役に対する報酬等として、ストック・オプションとして
新株予約権を発行することについてのご承認をお願いするものであります。

付与対象者は、第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任
の件にて付議しております、新任取締役候補者である樋口琢匠氏に対してであり
ます。なお、対象取締役の他に、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても
同様のストック・オプションを割り当てる予定です。

記

１．新株予約権を取締役の報酬として付与することを相当とする理由
優秀な人材の確保及び取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢

献意欲や士気をより一層高め、株主と株価を意識した経営の推進を行うため、株
価が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として、通常型ストック・オプショ
ン（新株予約権）を付与するものであり、取締役の報酬等として相当なものであ
ると考えております。

２．取締役に対するストック・オプション（新株予約権）の具体的な内容
(1)割り当てる新株予約権の総数

本株主総会の決議から1年以内に割り当てることができる新株予約権の数は800
個を上限とする。また、新株予約権を行使することにより交付される当社普通株
式の数は８万株（発行済株式総数比約0.77％）を上限とする。

但し、後述の２.(3)に定める付与株式数の調整が行われた場合は、新株予約権
にかかる調整後の付与株式数に上記新株予約権の上限の数を乗じた数とする。

(2)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
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(3)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）

は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日（以下、「割当日」という。）後、

当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。）又は株式併合
を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新
株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数
についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨
てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その
他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株
式数を適切に調整できるものとする 。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額

（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の

東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の普通取引の終値（以下、
「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）
とする。但し、その価額が割当日の終値（取引が成立していない場合は、それに
先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行

使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又
は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により
行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数 ＋

新規発行
株式数

× １株当たり
払込金額

調整後

行使価額 ＝
調整前

行使価額 ×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当該新株の発行又は自己株式
の処分の直前時における当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に
係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を
行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「新規発行前の1株
当たりの時価」を「処分前の1株当たりの時価」にそれぞれ読み替えるものとす
る。
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さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合、その他
これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な
範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権の行使期間
新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後10年を

経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するもの

とする。

(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予
約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社（財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）の取締役その
他これに準ずる地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が
認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者又はその相続人は、以下の区分に従って割り当てられた権利の一
部又は全部を行使することができる。但し、1個の新株予約権をさらに分割して
行使することはできないものとする。
ⅰ 割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで
ⅱ 割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで
ⅲ 割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで
ⅳ 割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部

③その他の条件については、当社取締役会において決定するものとする。

(8)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(7)の定め又は新株予約権割当契約
の定めにより本新株予約権の全部又は一部について行使ができなくなった場合
は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

②新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を
無償で取得することができる。

③当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分
割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株
式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役
会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(9)新株予約権のその他の内容等
新株予約権に関するその他の事項については、当社取締役会において定めるも

のとする。
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３．取締役の報酬等に関する事項
当社取締役への新株予約権の割当は、その額が確定していない報酬等に該当し、

その報酬等の算定方法については、新株予約権の割当日において算定した新株予
約権１個あたりの公正価額に、当社取締役に割り当てる新株予約権の総数を乗じ
るものとする。新株予約権１個あたりの公正価額の算定につきましては、割当日
における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、新株予約権の公正価値の算
定のために一般的に利用されている算定方法を用いるものとする。

以上
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事 業 報 告

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

Ⅰ 企業集団の現況
当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、経済社会活動が活性化し、個人消費の

回復やインバウンド需要の増加等を背景に、景気は緩やかな回復基調が続きまし
た。一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の悪化、資源価格の高
騰、円安による物価の上昇等により依然として先行き不透明な状況が続いており
ます。
外食産業におきましては、インバウンド消費の拡大や税制改正に伴う法人交際

費の回復等により売上高は増加しているものの、円安や異常気象等による仕入価
格の高止まり、慢性的な人手不足やそれに起因する人件費の上昇等、引き続き厳
しい経営環境となっております。

こうした中、当社は、好調なインバウンド需要の取り込みに注力したほか、店
舗運営の効率化のため、商業施設内を除く国内店舗は完全キャッシュレスでの営
業に移行しました。また、当社グループは、人材の確保と育成を重要な経営課題
と認識しており、社内における人材の発掘・登用の推進や、マネジメントポジシ
ョンの外部採用強化、教育マニュアルの拡充等を行いました。そのほか、国内で
は栃木県那須塩原市に新規事業「那須パラダイスヴィレッジ」を、海外子会社で
はロサンゼルスのダウンタウン地区に新店舗「Settecento（セッテチェント）」
を、それぞれ12月にソフトオープンいたしました。引き続きグランドオープンに
向けての準備を進めております。

この結果、当連結会計年度における売上高は、117億88百万円（前年同期比6.3
％増）となり、当連結会計年度末の総店舗数は47店舗となりました。

また、損益につきましては、営業利益７億53百万円（前年同期比2.8％増）、経
常利益７億51百万円（前年同期比3.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益５
億14百万円（前年同期比39.2％減）となりました。

企業集団の営業形態別の売上高

営 業 形 態 区 分 売 上 金 額 構 成 比

ラ ・ ボ エ ム (イ タ リ ア 料 理) 2,898
百万円

24.6
％

ゼ ス ト (メキシコアメリカ料理) 438 3.7

モンスーンカフェ (ア ジ ア 料 理) 2,048 17.4

権 八 (和 食) 3,294 27.9

ディナーレストラン (国 際 折 衷 料 理) 1,836 15.6

フードコロシアム (フ ー ド コ ー ト) 195 1.7

そ の 他 1,076 9.1

合 計 11,788 100.0
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② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資については、新規出店を中心に総額19億27百

万円の投資を実施いたしました。

当連結会計年度中に開設した店舗

設 備 名 所 在 地 設備の内容 備 考

那須パラダイスヴィレッジ 栃木県那須塩原市 宿泊飲食複合施設 2024年12月開設

Settecento(セッテチェント) 米国カリフォルニア州 店舗 2024年12月開設

（注）那須パラダイスヴィレッジ、Settecento(セッテチェント)は当連結会計年度中はトレーニング
を兼ねたソフトオープンスタイルでの営業となっており、翌連結会計年度中にグランドオープ
ン予定です。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、増資又は長期社債発行による資金調達は行っており

ません。なお、当連結会計年度中の設備資金等及び運転資金等の必要資金は、自

己資金及び借入金により賄っております。

④ 対処すべき課題

我が国では2024年の訪日客消費が８兆円を超え過去最高となるなど、外食産業
にとっては追い風となる経済環境ではありましたが、ロシア・ウクライナ情勢や
円安による資源価格・原材料価格の上昇の影響が現在も続き、依然として先行き
不透明な状況にあります。そのような中、当社グループにおいては次の課題に優
先的に取り組んでまいります。

(1)人材の採用・発掘・育成
業績の維持・向上は、優秀な人材をいかに採用・発掘し、次世代リーダーとし

て育てあげるかにかかっているといっても過言ではありません。当社グループで
はこれらを「人材輩出」と呼び、幹部社員は次世代リーダーを発掘し、育てるこ
とを重要な任務としております。そのためには、企業理念の明確化や、健全な競
争環境・待遇・だれもがチャレンジできる立候補制昇格人事といった当社独自の
人事システムの構築と、集合研修・勉強会、海外市場の視察・店舗研修（子会社
への出向・出張等）、各種認定試験、料理・サービスコンテストの開催といった
従業員の意識・能力向上をサポートする環境づくりが重要であると認識し、それ
らの整備に努めております。

また、当社ではこれまでアルバイトからの昇格人事が中心でありましたが、幹
部社員の中途採用や新卒採用の再開に取り組むことによって、優秀な人材の確保
や組織の活性化を図っていくとともに、インバウンドをターゲットとした国内業
態や、子会社、フランチャイズ形式による海外展開などを通じて、グローバル人
材の採用・育成にも注力してまいります。
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(2)競争力の強化
インバウンドの増加による経済環境の好転と値上げの浸透により、国内売上は

11年振りに100億円を超えましたが、より一層の収益化に向けて、提供する商品・
サービスの品質の向上に取り組んでおります。商品については、食材の海外現地
調達に取り組むことで、当社でしか味わえない戦略商品の開拓と差別化を推進し
てまいります。サービスについては、ホスピタリティ向上のための具体的な行動
指標を定めてサービスチェックを行っており、全店でのサービスレベルの底上げ
を推進してまいります。米国子会社店舗においても食材調達において国内同様の
取り組みを模索し、品質向上と差別化によって当社グループの競争力強化を図っ
てまいります。

(3)新店・新業態の立ち上げと収益化
コロナ禍を脱し、今後の成長投資が可能な経営環境となりましたことから、日

米ともに大型店舗の出店に取り組んでおります。米国ロサンゼルスのダウンタウ
ン地区に『セッテチェント』（イタリアン業態）を、栃木県那須塩原市に宿泊飲
食複合施設「那須パラダイスヴィレッジ」を、どちらもトレーニングを兼ねたソ
フトオープンスタイルで営業を開始しました。お客様からのご意見や感想をもと
に改善を重ねて、新年度の2025年第１四半期中のグランドオープンを予定してお
ります。希少価値の高い立地・環境や、他にはない存在感のある魅力的な施設づ
くりによって、早期の収益化を目指してまいります。

(4)財務体質の健全化
あらゆる財政対策を講じてコロナ禍を乗り切り、当期で４期連続黒字化を達成

したものの、今後の外食産業は国内外ともに物価高や人件費高騰がすすみ、より
舵取りが難しい事業環境が続くものと思われます。厳しい環境下で培った営業体
制のさらなる強化に取り組み、次年度以降の利益を確保しながら、コロナ禍及び
大型出店の設備資金として調達した有利子負債の計画的な圧縮を着実に進めてま
いります。

安心安全な食材の調達を大前提とし、より高いレベルの料理・サービス・空間
の提供にこだわり続けることで、お客様に感動していただき、そして社員も感動
できる最高の舞台を提供してまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご鞭撻を賜ります
ようお願い申しあげます。
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⑤ 財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分
第49期

(2021年12月期)
第50期

(2022年12月期)
第51期

(2023年12月期)

第52期
(当連結会計年度)
(2024年12月期)

売 上 高 (百万円) 9,573 9,558 11,090 11,788

営 業 利 益 (百万円) 727 224 732 753

経 常 利 益 (百万円) 1,066 297 727 751

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 1,046 222 847 514

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 101.25 21.46 81.68 49.57

総 資 産 (百万円) 7,685 7,238 8,560 10,234

純 資 産 (百万円) 3,143 3,603 4,588 5,334

(注) 1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に基づき算出してお
ります。

2. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第50期の期首
から適用しており、第50期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっております。

(2) 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分
第49期

(2021年12月期)
第50期

(2022年12月期)
第51期

(2023年12月期)

第52期
(当事業年度)
(2024年12月期)

売 上 高 (百万円) 7,966 7,542 9,330 10,115

営 業 利 益 (百万円) 593 137 786 971

経 常 利 益 (百万円) 822 201 769 962

当 期 純 利 益 (百万円) 668 126 889 725

１株当たり当期純利益 ( 円 ) 64.73 12.21 85.73 69.85

総 資 産 (百万円) 7,301 6,541 7,389 8,945

純 資 産 (百万円) 2,868 2,994 3,899 4,639

(注) 1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数に基づき算出してお
ります。

2. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第50期の期首
から適用しており、第50期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の
数値となっております。
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⑥ 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社との関係
該当事項はありません。

(2) 親会社等との間の取引に関する事項
当社の親会社等は、当社代表取締役社長 長谷川耕造であります。当社は、親

会社等との間に、資金の借り入れや那須複合施設の地代家賃の支払い、同施設の
設備資金として調達した借入金に対する担保の受入といった取引があります。資
金の借り入れは当社が不利とならないように市場金利等を勘案して決定し、賃料
の設定に際しては不動産鑑定に基づいて算定するなど合理的に決定しておりま
す。また当社取締役会はそのような取引条件を把握し、いずれの取引においても
金額その他の条件が適正性を満たしているかの確認を取っており、当該取引は当
社の利益を害さないものと判断しております。

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主要な事業内容

グローバルダイニング，イン
ク．オブ カリフォルニア

US＄8,800,000 100.0％
レストラン経営による飲食事
業

(4) 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

⑦ 主要な事業内容（2024年12月31日現在）

当社グループは、「ラ・ボエム」、「ゼスト」、「モンスーンカフェ」、「権八」、
「ディナーレストラン」などのレストラン経営による飲食事業を営んでおります。

⑧ 主要な借入先の状況（2024年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,629,560千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 278,230千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 257,028千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 138,290千円

株 式 会 社 静 岡 銀 行 57,248千円
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
株式の状況

① 発行可能株式総数 16,896,000株

② 発行済株式の総数 10,400,800株

（自己株式711株を含む）

③ 期末株主数 3,483名

④ 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

長 谷 川 耕 造 6,153 59.16

株 式 会 社 ス ペ ー ス ラ ボ 792 7.62

ハセガワインターナショナルトレイドカンパニー 626 6.02

ヨ シ ダ ト モ ヒ ロ 490 4.72

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 166 1.60

株 式 会 社 古 舘 篤 臣 綜 合 事 務 所 115 1.11

小 林 庸 麿 63 0.61

宗 次 徳 二 44 0.43

内 藤 征 吾 41 0.40

グ ロ ー バ ル ダ イ ニ ン グ 従 業 員 持 株 会 32 0.31

（注）持株比率は、自己株式711株を控除して算出しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項
① 取締役の状況（2024年12月31日現在）
会社における地位

及び担当 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役社長 長谷川 耕 造 グローバルダイニング，インク．オブ
カリフォルニア 取締役

取 締 役
副 社 長

小 林 庸 麿

取 締 役
最高財務責任者

中 尾 慎太郎

取 締 役
（監査等委員）

藤 本 三 郎 株式会社湘南グリーンサービス顧問

取 締 役
（監査等委員）

大 島 明 子
（旧姓：岡本 明子）

松田綜合法律事務所パートナー弁護士

株式会社山形銀行取締役（監査等委員・
社外）

取 締 役
（監査等委員）

川 井 隆 史 TAマネージメント かわい公認会計士・
税理士事務所代表

ハンズオン・CFO・パートナーズ株式会
社 代表取締役社長

(注)1.取締役大島明子及び川井隆史の両氏は、社外取締役であります。
2.当社は、藤本三郎氏を監査等委員会委員長に選任し、同委員長が社内の主要会議に出席して社
内情報を収集、他の監査等委員に情報伝達しております。また、監査等委員会が必要に応じて
監査を補佐する担当者を任命・指揮命令して監査を行う体制としており、監査等委員会の監査
の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

3.監査等委員である川井隆史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

4.取締役大島明子及び川井隆史の両氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
5.トゥードル・ルチアン・シルビウ氏は、任期満了により2024年３月23日開催の第51期定時株主
総会終結の時をもって退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすると

ともに、今後も引き続き適切な人材を確保できるようにするため、非業務執行取
締役（監査等委員である取締役三氏）との間で、会社法第427条第１項及び定款
の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。なお、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限
度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険

会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は全取締役であ
り、保険料は全額当社が負担しております。被保険者である取締役がその職務の
執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害が填補されます。ただし、故意又は重過失に起因して生じ
た当該損害は填補されない等の免責事由があります。
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④ 当事業年度に係る取締役の報酬等
(1) 報酬等の決定方針に関する事項

当社は、2021年１月29日開催の取締役会において、当社取締役の個人別の報酬
等の内容についての決定に関する方針等について協議し、2021年２月12日開催の
取締役会において、上記方針について決議しております。

イ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
ⅰ基本方針
・取締役の報酬等の内容の決定においては、当社グループのガバナンス強化と中
長期的な企業価値の向上を目的とし、企業理念や経営戦略と連動した持続的な
成長を後押しする報酬制度の実現を目指すものとする。

・報酬水準は、外部機関から公表された報酬市場調査データ等を参考に、当社の
経営環境や経営戦略・人材戦略を踏まえ、適切な報酬水準を設定する。

ⅱ報酬体系

報酬等の種類
取締役

（監査等委員を除く）

取締役

監査等委員

固定

例月報酬（金銭） 支給 支給

通常型ストック・オプション

（非金銭）

支給

※原則就任（新任）時に付与
―

取締役（監査等委員を除く）の報酬等
株主総会で承認された報酬枠の範囲内において、代表取締役社長が報酬案を

作成し、取締役会にて審議の上、３分の２以上の賛成をもって決定しておりま
す。「例月報酬」は同業他社等の動向を参考に、職位、就任年数、職責、経営に
対する貢献度等を総合的に勘案して算定しており、「通常型ストック・オプショ
ン」は当社の経営環境や「例月報酬」の水準を勘案し、インセンティブ報酬と
して機能するよう、原則、取締役就任（新任）時に10万株（各役員毎）を付与
する方針としております。なお、取締役就任以前に大量かつ有利な条件のスト
ック・オプションを付与されている場合には、付与株数の調整や行使期間の終
了時期などを勘案して付与の時期を決定することとしております。「例月報酬」
と「通常型ストック・オプション」との構成比率については、同等程度（大き
く乖離しない）となるよう見直すものとしております。

監査等委員である取締役の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等につきましては、業務執行から独立した立

場であることから、インセンティブ報酬は相応しくないため、固定報酬（例月
金銭）のみとし、株主総会で決議された報酬額の範囲内において、上記基本方
針及び各委員の貢献度等を勘案して監査等委員である取締役の協議を経て決定
しております。

ロ．取締役の報酬等についての株主総会決議時に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日につきましては、2016年

３月26日開催の第43回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の
報酬額を年額1億円以内（うち社外取締役360万円以内）、監査等委員である取締
役の報酬額を年額8百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点
の取締役（監査等委員を除く）の員数は３名（社外取締役選任なし）、監査等委
員である取締役の員数は３名であります。
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ハ．当事業年度に係る取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締
役会が判断した理由
取締役（監査等委員を除く）各個人別の報酬等については、内容を決定する

にあたり、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行
うのに最も適した代表取締役社長が報酬案を作成し、取締役会にて決定方針と
の整合性を含めた多角的な審議検討を行い、３分の２以上の賛成をもって決定
されていることから、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものである
と判断しております。

(2) 取締役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

支給人員固定報酬
（金銭）

ストック・オプション
（非金銭）

取 締 役
※監査等委員を除く
（うち社外取締役）

62,737千円
（ －千円）

59,980千円
（ －千円）

2,757千円
（ －千円）

４名
（ －名)

監査等委員である

取 締 役
（うち社外取締役）

6,600千円
（ 3,600千円）

6,600千円
（ 3,600千円）

－千円
（ －千円）

３名
（ ２名)

（注）1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与・使用人分賞与は含まれておりません。
2.上記ストック・オプション支給額は当期中に費用計上した金額であります。
3.上記の取締役支給人員には、2024年3月23日開催の第51期定時株主総会の終結の時をもって退

任した取締役1名を含んでおります。

⑤ 社外役員に関する事項
(1) 重要な兼職先である法人等と当社との関係

氏 名 兼 職 先 当該他の法人等との関係

監査等委員 大島 明子
（旧姓：岡本 明子）

松 田 綜 合 法 律 事 務 所
株 式 会 社 山 形 銀 行

当社と兼職先との間には

重要な取引その他の関係

はありません。

監査等委員 川井 隆史
TAマネージメント かわい公認会計士・税理士事務所
ハンズオン・CFO・パートナーズ株式会社

当社と兼職先との間には

重要な取引その他の関係

はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会及び監査等委員会への出席状況

氏 名
取締役会 監査等委員会

出席回数 出席率 出席回数 出席率

監査等委員 大島 明子
（旧姓：岡本 明子）

８回中８回 100％ 13回中13回 100％

監査等委員 川井 隆史 ８回中８回 100％ 13回中13回 100％
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ロ．主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

監査等委員 大島 明子
（旧姓：岡本 明子）

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全て
に出席し、当社と関係しない独立した立場で議案審議に
必要な公正性、透明性、客観性の強化に努める発言を適
宜行っております。また、弁護士としての豊富な経験と
専門的見地からリスクの指摘等の発言や助言を行ってお
ります。

監査等委員 川井 隆史

当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全て
に出席し、当社と関係しない独立した立場で議案審議に
必要な公正性、透明性、客観性の強化に努める発言を適
宜行っております。また、他社での社外役員の経験、及
び公認会計士としての会計・財務の専門的見地からリス
クの指摘等の発言や助言を行っております。

Ⅳ 剰余金の配当等の決定に関する方針
① 剰余金の配当等に関する中長期的な方針

当社は、株主の皆様への利益還元が重要な経営施策の一つであるとの認識の下、

企業価値及び株主価値の持続的な向上を目指し、収益基盤の強化と財務体質の健

全化の両立を図りつつ、成長投資と株主資本の充実とのバランスを考慮しながら、

業績に裏付けられた適正な利益配分を行うことを基本方針としております。

内部留保資金につきましては、新規出店の設備投資及びシステム整備など、企

業価値向上に資するさまざまな投資に活用することで、将来の事業展開を通じて

株主の皆様に還元させていただく所存であります。

② 当期の配当等の決定の理由

当期期末配当金につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益５億14百万

円を計上したものの、将来の成長に向けた積極投資が可能な経営環境となりまし

たため、那須宿泊複合施設等の新規出店のための設備投資とその展開を支えうる

財務体質の健全性を図ることを重要課題と位置付け、誠に遺憾ではございますが

無配とさせていただきました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
(注) 本事業報告中の記載金額については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2024年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,043,295 流 動 負 債 1,833,605

現 金 及 び 預 金 788,912 買 掛 金 367,520

売 掛 金 590,246 １年内返済予定の長期借入金 428,940

商 品 及 び 製 品 23,862 リ ー ス 債 務 26,316

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 281,327 未 払 金 437,650

前 渡 金 39,232 未 払 費 用 453,837

前 払 費 用 152,545 未 払 法 人 税 等 27,083

そ の 他 167,167 未 払 消 費 税 等 21,205

固 定 資 産 8,191,443 前 受 金 27,619

有 形 固 定 資 産 7,051,567 預 り 金 33,312

建 物 及 び 構 築 物 2,840,468 前 受 収 益 10,120

車 両 運 搬 具 1,619 固 定 負 債 3,066,685

工 具、 器 具 及 び 備 品 450,314 長 期 借 入 金 1,931,416

土 地 2,953,186 リ ー ス 債 務 432,484

リ ー ス 資 産 3,804 退 職 給 付 に 係 る 負 債 59,240

使 用 権 資 産 299,084 資 産 除 去 債 務 643,544

建 設 仮 勘 定 503,090 負 債 合 計 4,900,291

無 形 固 定 資 産 9,787 純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ エ ア 9,787 株 主 資 本 4,824,899

投資その他の資産 1,130,088 資 本 金 46,686

投 資 有 価 証 券 43,389 資 本 剰 余 金 2,146,643

長 期 前 払 費 用 10,850 利 益 剰 余 金 2,631,921

繰 延 税 金 資 産 11,858 自 己 株 式 △351

差 入 保 証 金 1,063,989 その他の包括利益累計額 482,533

その他有価証券評価差額金 21,885

為 替 換 算 調 整 勘 定 460,648

新 株 予 約 権 27,014

純 資 産 合 計 5,334,447

資 産 合 計 10,234,738 負 債 純 資 産 合 計 10,234,738
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連 結 損 益 計 算 書

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 11,788,633

売 上 原 価 9,878,727

売 上 総 利 益 1,909,905

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,156,847

営 業 利 益 753,057

営 業 外 収 益

為 替 差 益 6,385

設 備 賃 貸 料 12,468

そ の 他 18,788 37,642

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,927

融 資 手 数 料 5,947

そ の 他 5,228 39,103

経 常 利 益 751,596

特 別 損 失

減 損 損 失 1,504

訴 訟 関 連 損 失 13,742 15,247

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 736,349

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,419

法 人 税 等 調 整 額 194,013 221,432

当 期 純 利 益 514,916

親会社株主に帰属する当期純利益 514,916
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貸 借 対 照 表
(2024年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,728,546 流 動 負 債 1,658,482

現 金 及 び 預 金 676,070 買 掛 金 358,185

売 掛 金 566,021 １年内返済予定の長期借入金 428,940

商 品 及 び 製 品 23,862 リ ー ス 債 務 21,129

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 247,423 未 払 金 377,131

前 渡 金 39,232 未 払 費 用 384,552

前 払 費 用 103,802 未 払 法 人 税 等 27,083

そ の 他 72,133 未 払 消 費 税 等 2,206

固 定 資 産 7,217,111 前 受 金 15,822

有 形 固 定 資 産 4,346,885 預 り 金 33,312

建 物 1,831,859 前 受 収 益 10,120

構 築 物 51,738 固 定 負 債 2,647,428

車 両 運 搬 具 1,619 長 期 借 入 金 1,931,416

工 具、 器 具 及 び 備 品 105,823 リ ー ス 債 務 22,222

土 地 1,912,340 退 職 給 付 引 当 金 59,240

リ ー ス 資 産 3,804 資 産 除 去 債 務 634,549

建 設 仮 勘 定 439,699 負 債 合 計 4,305,910

無 形 固 定 資 産 9,787 純 資 産 の 部

ソ フ ト ウ エ ア 9,787 株 主 資 本 4,590,847

投資その他の資産 2,860,437 資 本 金 46,686

投 資 有 価 証 券 43,389 資 本 剰 余 金 2,146,643

関 係 会 社 株 式 1,184,344 資 本 準 備 金 46,686

関 係 会 社 長 期 貸 付 金 578,568 そ の 他 資 本 剰 余 金 2,099,957

長 期 前 払 費 用 6,677 利 益 剰 余 金 2,397,869

繰 延 税 金 資 産 11,858 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,397,869

差 入 保 証 金 1,035,599 繰越利益剰余金 2,397,869

自 己 株 式 △351

評価・換算差額等 21,885

その他有価証券評価差額金 21,885

新 株 予 約 権 27,014

純 資 産 合 計 4,639,746

資 産 合 計 8,945,657 負 債 純 資 産 合 計 8,945,657
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損 益 計 算 書

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 10,115,539

売 上 原 価 8,208,508

売 上 総 利 益 1,907,030

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 935,969

営 業 利 益 971,061

営 業 外 収 益

関 係 会 社 受 取 利 息 13,723

設 備 賃 貸 料 11,960

そ の 他 15,293 40,977

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,927

為 替 差 損 10,682

融 資 手 数 料 5,947

そ の 他 5,193 49,752

経 常 利 益 962,286

特 別 損 失

減 損 損 失 1,504

訴 訟 関 連 損 失 13,742 15,247

税 引 前 当 期 純 利 益 947,038

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 27,419

法 人 税 等 調 整 額 194,013 221,432

当 期 純 利 益 725,605
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年２月18日

株式会社グローバルダイニング

取締役会 御中
明星監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 木 本 恵 輔

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 内 純

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社グローバルダイニングの2024年

１月１日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社グローバルダイニング及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ

らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、

又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対

して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成

及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを

評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年２月18日

株式会社グローバルダイニング

取締役会 御中
明星監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 木 本 恵 輔

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 大 内 純

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グローバルダイニングの

2024年１月１日から2024年12月31日までの第52期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査

に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又

は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除

外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及

び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価

する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監査報告書

当監査等委員会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第52期事業年
度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下
のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に
関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実行いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統
制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその
職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及
び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
の事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事
項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他における
審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締

役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をする

に当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社

の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由につ

いて、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人明星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人明星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月19日

株式会社グローバルダイニング 監査等委員会

監査等委員長 藤 本 三 郎 ㊞

監 査 等 委 員
大 島 明 子
（岡 本 明 子）

㊞

監 査 等 委 員 川 井 隆 史 ㊞

(注) 監査等委員 大島明子（岡本明子）氏及び川井隆史氏は、会社法第２条第15号及び第331条
第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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タブローズ
(サンローゼ代官山 Ｂ１)

株主総会会場ご案内図

タブローズ（TABLEAUX）※当社店舗

東京都渋谷区猿楽町11－６ サンローゼ代官山 Ｂ１

問い合わせ先（IR直通）050-5444-9868

【会場最寄駅】東急東横線（各駅停車） 代官山駅より徒歩5分

代官山駅北口改札を出て左側に伸びている歩道橋を渡り、代官山アドレスを抜

けて八幡通りに出ます。左手方面にある信号を渡って右へ60ｍ程進むと会場入

り口がございます。

※待合室・駐車場・駐輪場のご用意はいたしておりません。誠に恐れ入りますが、

株主様でないお連れ様を伴ってのご来場や、お車・バイク・自転車でのご来場

は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。
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第52期定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

主要な店舗及び事業所

従業員の状況

会社の新株予約権等に関する事項

会計監査人の状況

業務の適正を確保する体制

業務の適正を確保する体制の運用状況

株式会社の支配に関する基本方針

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

株主資本等変動計算書

個別注記表

株式会社グローバルダイニング
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主要な店舗及び事業所（2024年12月31日現在）

株式会社グローバルダイニング

(1) 本社事務所 東京都港区

(2) 店 舗

営業形態区分 店舗数 所 在 地 別

ラ ・ ボ エ ム 14

東京都中央区 １店 東京都港区 ５店

東京都渋谷区 １店 東京都世田谷区 ２店

東京都新宿区 １店 東京都目黒区 １店

神奈川県横浜市 １店 愛知県愛知郡 １店

愛知県名古屋市 １店

ゼ ス ト ５
東京都港区 １店 東京都目黒区 １店

東京都渋谷区 ２店 愛知県名古屋市 １店

モ ン ス ー ン カ フ ェ ９

東京都港区 ２店 東京都目黒区 １店

東京都渋谷区 ２店 千葉県浦安市 １店

千葉県船橋市 １店 埼玉県さいたま市 １店

愛知県愛知郡 １店

権 八 ７

東京都渋谷区 ２店 東京都港区 ２店

東京都世田谷区 １店 東京都台東区 １店

神奈川県横浜市 １店

ディナーレストラン ５ 東京都渋谷区 ４店 東京都港区 １店

フ ー ド コ ロ シ ア ム １ 栃木県那須塩原市 １店

そ の 他 ３
東京都港区 １店 東京都文京区 １店

栃木県那須塩原市 １店

合 計 44 ―

グローバルダイニング，インク．オブ カリフォルニア

（米国子会社）

(1) 本社事務所 米国カリフォルニア州

(2) 店 舗

営業形態区分 店舗数 所 在 地 別

ディナーレストラン １ 米国カリフォルニア州 １店

そ の 他 ２ 米国カリフォルニア州 ２店

合 計 ３ ―
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従業員の状況（2024年12月31日現在）

(1) 企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 歳 年

187 １(減) 36.1 6.5

(注) 従業員に臨時従業員は含まれておりません。なお、臨時従業員の2024年12月における平均雇用
人員は822名（８時間×20日を１名として換算）であります。

(2) 当社の従業員数

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

名 名 歳 年

169 ３(減) 36.1 6.8

(注) 従業員に臨時従業員は含まれておりません。なお、臨時従業員の2024年12月における平均雇用
人員は753名（８時間×20日を１名として換算）であります。
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会社の新株予約権等に関する事項
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

1株当たり

行使価額
行使期限

新株予約権

の 数

目的となる株式

の種類及び数

発行

価額

保有

者数

第16回新株予約権 362円
2017年12月16日から

2025年11月23日まで
30個

普通

株式
3,000株 無償 １名

第18回新株予約権 157円
2022年５月16日から

2030年３月27日まで
600個

普通

株式
60,000株 無償 １名

第19回新株予約権 335円
2023年５月18日から

2031年３月26日まで
1,000個

普通

株式
100,000株 無償 １名

（注）1.当事業年度末日時点における状況を記載しております。

2.取締役に就任する以前に付与された新株予約権の個数も含めております。

3.社外取締役及び監査等委員である取締役が保有する新株予約権等はありません。

4.第16回については、新株予約権の行使の条件として、権利行使時においても当社又は当社関

係会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する条件が付されております。

5.第18回及び第19回については、新株予約権の行使の条件として、権利行使時においても割当

日時点における地位と同等の地位であること、また、新株予約権者又はその相続人は、以下

の区分に従って割り当てられた権利の一部又は全部を行使することができるという行使の条

件が付されております。

(1)割当日の翌日から2年を経過した日以降 割当個数の4分の1まで

(2)割当日の翌日から4年を経過した日以降 割当個数の2分の1まで

(3)割当日の翌日から6年を経過した日以降 割当個数の4分の3まで

(4)割当日の翌日から8年を経過した日以降 割当個数の全部

② 当事業年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。
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会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

明星監査法人

② 報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額

23,000千円

（注）1. 当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査
人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実
績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正
性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適正であると判断したた
め、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる
場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人
を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社
からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執
行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合に
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である明星監査法人は、会社法第423条第１項の賠償責任を限
定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する
最低責任限度額であります。

⑥ 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。
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業務の適正を確保する体制
当社は、取締役会において定めた「内部統制システム構築の基本方針」に基づ

き、内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

当社及び子会社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行

動ができるように「企業理念」及び「コンプライアンス規程」を定めております。

また、その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライ

アンス上の重要な問題を審議するとともに、各部門と連携し、コンプライアンス

体制の維持・向上を図り、啓蒙・教育を実施するよう努めております。さらに、

コンプライアンス上疑義ある行為について、当社及び子会社の取締役及び全ての

従業員が、社内の通報窓口へ通報できる制度を整備し、「内部通報規程」に基づき

その運用を行うものとします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存

媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で、定められた期間、

保存・管理するものとします。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループにおける組織横断的なリスクについては、当社の代表取締役を委

員長とするリスク管理委員会を設置するとともに、当社及び当社グループに適用

される「全社リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制を構築し、

内部監査室等の指摘等を勘案し、適宜改善をしていくものとします。

不測の事態が発生した場合には、当社の代表取締役指揮下の対策本部を設置し、

迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた

めの体制

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は３ヵ月

に１回以上開催され、全社リーダー会議を原則月２回(12月は1回)定期的に開催す

るほか、適宜臨時に開催するものとしております。

取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職

務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細につい

て定めております。

年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定しており、監査等委員以外の取締

役、監査等委員会委員長及び各部門長により構成された全社リーダー会議におい

て、定期的に各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実

施させるものとします。
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また当社は、子会社について、関係会社管理規程に基づき、子会社の事業、規

模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、効率的にその業務が執行さ

れる体制が構築されるよう監督します。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループの企業理念をグループ全体で遵守し、適宜に教育啓蒙活動をする

ものとします。子会社は重要事項決定にあたり、その決定の客観的公正性を担保

する目的から、当社取締役会に付議の上、決定するものとします。

当社の内部監査室等は、当社グループ会社を横断的に、内部統制システムの整

備を推進し、グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保し、

その結果を定期的に取締役会、監査等委員会及び全社リーダー会議に報告するも

のとします。

内部監査室及び監査等委員会は、会計監査人と連携し、当社グループ全体の経

営の監視、監査を実効的かつ適切に行うものとしております。

⑥ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性

に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、これ

に応じるものとします。監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合は、

当該使用人の業務が円滑に行われるよう、当社の監査等委員以外の取締役及び使

用人は監査環境の整備に協力するものとします。

⑦ 前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の独立性を確保するため、監査等委員会の職務を補助すべき専任

の使用人の人事及びその変更については、監査等委員会の同意を要するものとし

ます。使用人は、監査等委員会の業務を補助するにあたって、監査等委員以外の

取締役の指揮命令を受けないものとします。

⑧ 監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、

その他監査等委員会への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

当社及び子会社の監査等委員以外の取締役及び使用人は、当社又は当社グルー

プの業務又は業績に与える重要な事項を発見した場合は、遅滞なく当社の監査等

委員会に報告するものとします。

前記に関わらず、当社の監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会

社の監査等委員以外の取締役及び使用人に対して報告を求めることができるもの

とします。

当社の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との情報交換に努め、連携

して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとしております。
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また、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの監査等

委員以外の取締役及び使用人に対し、人事その他の一切の点に関して不利な取扱

いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底するものとします。

⑨ 監査等委員会の職務の執行にて生ずる費用の前払又は償還の手続、その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理の方針、並びに、その他監査

等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)各監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた年間計画に従って監査等

委員以外の取締役の職務執行の監査を行うものとします。

2)監査等委員会委員長は、全社リーダー会議その他重要会議に出席するものと

します。

3)監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人の間で、定期的な会合を行うな

どの密接な連携をとるものとします。

4)監査等委員会は、会合、業務執行状況についてのヒアリング等により、監査

等委員以外の取締役、主要部門長との意思疎通を図るものとします。

5)監査等委員以外の取締役は、監査等委員会の職務の適切な遂行のため、監査

等委員会と子会社の取締役等との意思疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう

協力するものとします。

6)監査等委員会は、監査等委員会の職務の遂行について生ずる費用の前払又は

支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を当社に請求することができ、当社

は、その費用等が監査等委員会の職務の執行について生じたものでないことを証

明できる場合を除き、これに応じるものとします。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、適切な内部統制システムを

構築し、その運用を行うとともに、必要な是正を実施します。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正性を

確保するために必要であることを全ての取締役及び使用人が深く認識し、不当要

求防止責任者を設置し、所管警察・弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の

要求に対しては断固たる姿勢をもって取り組む体制をとっております。
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業務の適正を確保する体制の運用状況
運用状況の概要は次のとおりであります。

① 当社取締役及び子会社の取締役並びに使用人に対し、コンプライアンス意識

の徹底を図るべく、社内規程の定期的整備を行い、その内容を社内イントラネッ

トにて周知しております。

また、取締役、監査等委員長、各部門のリーダー、及び全店舗の店長・チーフ

が出席する店長・チーフ会議を通じ、使用人に対してコンプライアンスに関する

教育を実施し、法令及び定款を遵守するための取り組みと、内部通報制度につい

ても使用人に対する周知を継続的に行っております。

② 取締役会を３ヶ月に１回以上開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時

開催し、当社及び子会社の法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等、

経営に関する重要事項を決定しております。また、取締役会には業務執行を行わ

ない取締役である監査等委員が出席しており、月次業績報告を受けた上で、経営

業績の分析・対策・評価を検討することにより、職務執行における監督及び法

令・定款等への適合性を確保しております。

③ 全社リーダー会議は、原則月２回定期開催し、そのメンバーは取締役、監査

等委員長、各部門長で構成されており、職務執行に関して速やかな軌道修正を可

能にしております。また、全社リーダー会議後、この機関構造を基本とした上で、

経営上の意思決定の透明性を確保することを目的として、民主主義のシステムを

取り入れ全店舗参加の店長会議が業務執行における意思決定機関として機能して

おります。監査等委員長は重要会議に出席し会議の監督を行っており、その内容

を監査等委員会へ情報共有しております。また、全ての会議は議事録を作成し

「文書管理規程」に基づき適正に保管管理を行っております。

④ 監査等委員会は、年間12回定例開催するほか、必要に応じ臨時監査等委員会

を開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、業務及び財産の状況の監査、取締

役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について会計監査人より四半期毎に

監査の報告を受け監査の方法の検討を行いました。また、事務局を設置し監査等

委員会の職務を補助する体制をつくり、監査等委員会からの質問、情報提供依頼

等に対応できる体制と、会計監査人及び内部監査室と意思疎通・連絡・報告を密

接に行える体制を確保しております。

⑤ 組織横断的なリスクについては、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、総

務管理グループが事務局となり迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制と

適切な対応を図るべく、組織体制整備の充実に取り組んでおります。

⑥ 反社会的勢力の要求に対しては断固たる姿勢を持って取り組む体制に取り組

んでいるほか、契約書等での反社会的勢力排除条項の記載と不当要求防止責任者

を配置しており、所轄警察署及び顧問弁護士と緊密な連携を取っております。
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株式会社の支配に関する基本方針
当社グループでは、会社の財産及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関

する基本方針については、特に定めておりません。
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連結株主資本等変動計算書

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 44,968 2,144,925 2,117,005 △351 4,306,548

当期変動額

新株の発行
（新株予約権
の行使）

1,717 1,717 3,435

親会社株主
に帰属する
当期純利益

514,916 514,916

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額)

当期変動額合計 1,717 1,717 514,916 ― 518,351

当期末残高 46,686 2,146,643 2,631,921 △351 4,824,899

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 13,373 244,646 258,020 23,897 4,588,466

当期変動額

新株の発行
（新株予約権
の行使）

3,435

親会社株主
に帰属する
当期純利益

514,916

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額)

8,511 216,001 224,513 3,116 227,630

当期変動額合計 8,511 216,001 224,513 3,116 745,981

当期末残高 21,885 460,648 482,533 27,014 5,334,447
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連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称

グローバルダイニング，インク．オブ カリフォルニア（米国）

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

(a)市場価格のない

株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）によって

おります。

(b)市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法によっております。

②デリバティブ

時価法によっております。

③棚卸資産

(a)商品及び製品 先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

(b)原材料 先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

(c)貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物付属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法

によっております。

また、在外連結子会社は、主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10～41年

工具、器具及び備品 ３～20年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④使用権資産

米国会計基準を適用している在外連結子会社における使用権資産について

は、米国会計基準ASC第842号「リース（Topic842）」を適用し、リース期間

にわたり米国会計基準に基づく償却方法により償却しております。

⑤長期前払費用

均等償却をしております。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

なお、当連結会計年度末においては、貸倒引当金は計上しておりません。

②店舗閉鎖損失引当金

店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖損失見込額を計上し

ております。

なお、当連結会計年度末においては、店舗閉鎖損失引当金は計上しており

ません。

― 45 ―

2025年02月19日 19時40分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



（4）重要な収益及び費用の計上基準

①飲食店運営によるサービスの提供に係る収益認識

当社グループは、主としてレストラン等の飲食店運営によるサービスの提

供を行っております。サービスの提供による収益は、飲食店における顧客か

らの注文に基づく料理の提供であり、顧客への料理を提供した時点で履行義

務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

②フランチャイズ契約に係る収益認識

当社グループは、海外における店舗フランチャイズ加入希望者とフランチ

ャイズ契約を交わしております。加盟金については、当該対価を契約内容に

基づいて一定期間にわたり均等に収益を認識し、ロイヤリティ収入について

は、フランチャイズ加盟者の売上等を算定基礎とし、その発生時点に基づい

て収益を認識しております。

（5）その他連結計算書類の作成のための重要な事項

①ヘッジ会計の方法

(a)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には

特例処理によっております。

(b)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

なお、当連結会計年度末においては、残高はありません。

(c)ヘッジ方針

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リスクを回避する目的で行

っております。

(d)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省

略しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して

おります。

なお、連結子会社には退職金制度はありません。
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会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

会計上の見積りに関する注記

1. 固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 7,051,567千円

減損損失 1,504千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、原則として各店舗を基本単位としてグルーピングしており、

遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

固定資産のうち減損の兆候がある資産グループについて、当該資産グループ

から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。

将来キャッシュ・フローの算定に用いた主要な仮定は、各店舗の事業計画の

基礎となる売上高成長率であります。

これらの見積りにおいて用いた主要な仮定に変更が生じた場合、翌連結会計

年度以降の連結計算書類において追加の減損損失が発生する可能性があります。

2. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 11,858千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第26号 2018年２月16日）に定める会社分類に基づき、当連結会計

年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の税

金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

課税所得の見積りの基礎となる翌連結会計年度の事業計画における主要な仮

定は、売上高成長率であります。

これらの見積りにおいて用いた主要な仮定に変更が生じた場合、翌連結会計

年度以降の連結計算書類において繰延税金資産及び法人税等調整額の計上額に

大きく影響を与える可能性があります。
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会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 386,770千円

土 地 1,912,340千円

計 2,299,111千円

(2) 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 235,512千円

長 期 借 入 金 328,276千円

計 563,788千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 6,978,542千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,400,800株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期とな

るもの

該当事項はありません。

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを

除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 101,000株
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金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、短期的な預金での運用に限定し、ま

た、資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入により調達しており

ます。デリバティブ取引は、将来の金利変動リスクを回避するために利用し、

投機的な取引は行わない方針であります。なお、当連結会計年度において、デ

リバティブ取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金や差入保証金は、取引先の信用リスクに晒されており

ます。また、外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投

資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び預り金は、そのほとんどが２

か月以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務は、為替の変動リス

クに晒されております。借入金は、一部変動金利であるため金利の変動リスク

に晒されております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設

備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。未払消費税等は、決

算日から２か月以内に納付する予定となっております。未払法人税等は、決算

日から３か月以内に納付する予定となっております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社グループは、営業債権について、担当部署において信用調査を行い、

取引相手ごとに期日及び残高を管理しております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、

格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

②市場リスクの管理

当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価等を把握し、

保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の実行、管理につきましては、取引及び取引限度額の

設定等を、財務経理グループが取締役会において承認を得て行っており、

取引結果については定例取締役会に報告を行うことになっております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理

当社グループは、財務経理グループが預金残高の管理を行い、また、適

時に資金繰計画を作成・更新することで、充分な手許流動性を確保してお

ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該
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価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めて

おりません((注)をご参照ください)。また、現金は注記を省略しており、預金、

売掛金、買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金は短

期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略してお

ります。

(単位：千円)

連結貸借対照表

計上額
時価 差額

投資有価証券 35,480 35,480 ―

差入保証金 1,063,989 904,435 △159,554

資産計 1,099,470 939,915 △159,554

長期借入金(※) 2,360,356 2,334,565 △25,790

リース債務(※) 458,801 429,816 △28,984

負債計 2,819,157 2,764,382 △54,774

(※)長期借入金、リース債務には１年内の期限到来分を含めて記載しております。

(注) 市場価格のない株式等

（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

出資金 7,909

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットが属するレベルの内、時価の算定における優先順位が最も低い

レベルに時価を分類しております。
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(1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 35,480 ― ― 35,480

資産計 35,480 ― ― 35,480

(2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― 904,435 ― 904,435

資産計 ― 904,435 ― 904,435

長期借入金 ― 2,334,565 ― 2,334,565

リース債務 ― 429,816 ― 429,816

負債計 ― 2,764,382 ― 2,764,382

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引

されているため、その時価はレベル１の時価に分類しております。

差入保証金

契約期間及び契約更新等を勘案し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回

り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分

類しております。

長期借入金、リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入、又はリース取引

を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベ

ル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、飲食事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる

収益の区分は概ね単一であることから、収益を分解した情報の重要性は乏しいた

め、記載を省略しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書

類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4. 会計方針に関する事

項 （4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1）契約負債の残高等

（単位：千円）

期首残高 期末残高

契約負債 22,483 27,619

契約負債は、主に顧客からの前受金及びフランチャイズ加盟契約に基づく加

盟金収入の契約期間未経過分であります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩

されます。

なお、当連結会計年度中に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債

残高に含まれていた額は16,123千円であります。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益

の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。なお、残存履行義務に

配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される

契約期間が１年以内の契約については記載を省略しております。

（単位：千円）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

484 484 484 484 484 2,160 4,581

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 510円 33銭

2. １株当たり当期純利益 49円 57銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 44,968 44,968 2,099,957 2,144,925 1,672,263 1,672,263

当期変動額

新株の発行
（新株予約権
の行使）

1,717 1,717 1,717

当期純利益 725,605 725,605

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 1,717 1,717 ― 1,717 725,605 725,605

当期末残高 46,686 46,686 2,099,957 2,146,643 2,397,869 2,397,869

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △351 3,861,806 13,373 13,373 23,897 3,899,077

当期変動額

新株の発行
（新株予約権
の行使）

3,435 3,435

当期純利益 725,605 725,605

株主資本以外
の項目の当期
変動額（純額）

8,511 8,511 3,116 11,628

当期変動額合計 ― 729,040 8,511 8,511 3,116 740,669

当期末残高 △351 4,590,847 21,885 21,885 27,014 4,639,746
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①子会社株式 移動平均法による原価法によっております。

②その他有価証券

(a)市場価格のない

株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）によって

おります。

(b)市場価格のない

株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) 棚卸資産

①商品及び製品 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

②原材料 先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）によっております。

③貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降取得の建物（建物付属設備を除く）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法によっ

ております。

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 10～41年

構 築 物 20年

工具、器具及び備品 ３～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
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(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却をしております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

なお、当事業年度末においては、貸倒引当金は計上しておりません。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(3) 店舗閉鎖損失引当金

店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖損失見込額を計上して

おります。

なお、当事業年度末においては、店舗閉鎖損失引当金は計上しておりません。

4. 収益及び費用の計上基準

(1) 飲食店運営によるサービスの提供に係る収益認識

当社は、主としてレストラン等の飲食店運営によるサービスの提供を行って

おります。サービスの提供による収益は、飲食店における顧客からの注文に基

づく料理の提供であり、顧客への料理を提供した時点で履行義務が充足される

ことから、当該時点で収益を認識しております。

(2) フランチャイズ契約に係る収益認識

当社は、海外における店舗フランチャイズ加入希望者とフランチャイズ契約

を交わしております。加盟金については、当該対価を契約内容に基づいて一定

期間にわたり均等に収益を認識し、ロイヤリティ収入については、フランチャ

イズ加盟者の売上等を算定基礎とし、その発生時点に基づいて収益を認識して

おります。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には特

― 55 ―

2025年02月19日 19時40分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20241223_01）



例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

なお、当事業年度末においては、残高はありません。

③ヘッジ方針

借入金の利息相当額の範囲内で市場金利変動リスクを回避する目的で行っ

ております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略

しております。

会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。
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会計上の見積りに関する注記

1. 固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 4,346,885千円

減損損失 1,504千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

2. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 11,858千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建 物 386,770千円

土 地 1,912,340千円

計 2,299,111千円

(2) 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 235,512千円

長 期 借 入 金 328,276千円

計 563,788千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 5,334,753千円

3. 取締役に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債務 11,130千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引以外の取引高（営業外収益） 13,723千円
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株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 711株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 147千円

未払事業所税 5,459千円

未払賞与 14,373千円

退職給付引当金 20,491千円

減損損失 108,638千円

関係会社株式評価損 645,830千円

減価償却超過額 2,724千円

資産除去債務 219,490千円

その他 25,896千円

繰延税金資産小計 1,043,052千円

評価性引当額小計 △958,528千円

繰延税金資産合計 84,524千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △11,573千円

資産除去費用 △61,092千円

繰延税金負債合計 △72,665千円

繰延税金資産（負債）の純額 11,858千円
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関連当事者との取引に関する注記

1．子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

グローバルダ
イニング,イ
ン ク． オ ブ
カリフォルニ
ア

所有

直接100％

資金の援助

役員の兼任

資金の貸付

（注）
578,568千円

関係会社

長期貸付金
578,568千円

利息の受取

（注）
13,723千円 未収収益 13,723千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）子会社に対する資金貸付の約定金利は、市場金利を勘案して利率を合理的に

決定しております。

2．役員及び個人主要株主等

種類
会社等の名称
又は氏名

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員

主要株主
長谷川 耕造

被所有

直接59.2％

当社代表

取締役

資金の返済

（注）1
277,228千円 長期借入金 ―

担保の受入

（注）2
1,300,000千円 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）1.借入金利は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

2.担保の受入は、新規出店の設備資金として調達した借入金に対するもので

あります。なお、取引金額は当事業年度末現在の借入金残高であります。

収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表

「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しておりま

す。

１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 443円 53銭

2. １株当たり当期純利益 69円 85銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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